
対 自 存 在 と 本 質

一 へ 一ゲ ル 『論理 学』 存在 論 にお ける反省 と反省 規定

竹 島 尚 仁

ヘ ーゲルの よう に思惟 と存在 の統 一 を主張 する立 場で は、存在者が 知 られ る限 りでの

み存在す る と して も、それ は認識論 上の懐疑 を引 き起 こす もので はな い。知 に隠されて

いる ものは何 もなく、知 は存 在 に対立 した主観 的な ものではな くなっているか らで ある。

思惟の カテ ゴリーが存 在の カテゴ リーであ り、思惟 の カテゴ リー によ らない存在 の カテ

ゴリーはない とい う確信 に支 え られ て、彼 は形而上学 を論理学 に組 み入 れた。

この ような確 信 の 中で、存在概念 は どの ように現 れ るの か。論 理学 は、精 神現象学 と

は違 って、意識 にお ける対 象 との対 立 を克服 した と称す る以上 、思惟 と統 一化 された存

在 が、時 間 ・空問 的 に限定 され た存 在 で ない こ とは 明 らか である。す る と、概 念 として

の百 ター レル と現 実 の財 産状態 としての百 ター レル との間 にある よう な、概 念 と存在 の

区別 を論理学 に も ちこむ ことはで きない。或 る もの が存在す る とい う こ とは、別 の仕 方

で理解 されなけれ ばな らない。端 的に言 って、 この ような圏域 で は、或 る もの(Etwas)が

或 る もの であ るな ら、或 る ものは存 在 し、或 る もの が存在す るな ら、 或 る もの は或 る も

のであ るこ とが成 り立 つ。存在 は一種 の 自己 同一性 と見 なされ ざるを得 ない のであ る。

それで はこの よ うな存在 のあ り方 を、ヘーゲ ルは具体 的 に どの よう に叙述 したのか 。

それ を 追究 す る一 環 として 、 この論 文で は 、或 る もの の発 展形 態 として の対 自存在

(FUrsichsein)の存立構造 と、本 質の存立構i造との対比 を試 み る。 そ の理由 はこ うであ る。

対 自存在 も本 質 も存立構造 が同一で あるに もかか わ らず、そ の一 方で 両者 の存 立構 造が

区別 され るべ きで あ るとい う要請が あ る。 この よう な両者 の連続i生と非連続性 をいか に

解釈 す るか とい う点 に、存在 のあ り方が どの ような ものであ るか があ らわ になって くる

か らであ る。 また 両者 の連続 性 と非 連続性 を問 う場 合 、存 在論 と本質 論 における方法論

的 な側 面 に も触 れ る ことになるが、 そ の場合対 自存 在 と本 質が 同一 の存 在者 に関わ る存

立構造 を表 してい る ことを強調 して お きたい。 しば しば行 われ る方法 論 的 な側面 か らな
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された論究 は、や や もする と存在論 と本 質論相互 の連続 性 と非連続 性 を見 えに くくし、

事柄 に外面 的 に関 わる単 な る類比 的 な説 明手段 を提 供 す るにす ぎない ように見えかね な

い。そ こで対 自存 在 と本質 を対比す る ことで、事柄 に即 した解 明 を中 心 に据 え、単 なる

類比的 な説 明手段 とみ なされが ちな方法が もつ意味 を具体 的に考 えたい(1)。

1対 自存在の存立構造

本質 は 「存在 の絶対 的否定性(absoluteNegativitat)」 であ る。つ ま り、本質 は存 在論 に

お ける存在 を否定 する ことによって 成立す る。 した が って両者 に は何 らかの非連続性 が

あ る。 しか し他方 、 「本質 は存在 の 真理で ある」 と もヘ ーゲルは言 う。 それが意味す る

の は、存 在す る とい うことの本 当の あ り方が 本質で あ る とい うことで ある。 なるほ どそ

れ は、存 在論 にお ける存在が偽 なる もの に疑 め られ てお り、否 定 され ている ことを表 し

てい るが、本質 は あ くまで 存在 の真 理なの であ り、 存在 と本 質に は何 らかの連続性 もあ

る。 それで は一体 本質 と存在 の存 立構造 は どの よう に連続せ ず、 また どの ように連続 し

てい るのだ ろうか。

それに答 えるた めに は、存在論 に おい て存在 が本 質 となる過 程 を分 析す る必要が ある

が、 ここでそ のす べて を叙述 し論 じるこ とはで きな い。 だが 、存在が 本 質 となる上 での

基本 的な論理構造 は、質の章 で、対 自存在 の存 立構 造 と して、言い換 えれば 「絶対 的否

定性J、 「自己関係 的否定性(diesichaufsichbeziehendeNegativitat)」 、 あるい は 「自己

(への)還 帰(RUckkehrinsich)」 と して現れて いる と思われ る(2)。

そ こで この節 では、定在 する もの(Daseiendes)と しての或 る ものに始 まる対 自存在 の成

立過程 を概 観 してみ よう(3)。 以下 では反省 規定 を交 えて説 明 を行 う。 これ は先 に述 べ

た とお り、対 自存 在 の構造が 本質の構 造 に重 な るとい うこ とか ら、反 省規 定が、単 なる

類比 的な説明手段 として存在論 の規 定 に適用 で きる とい うのでは な く、 そ もそ も同一 の

存在者 の構造 を成 り立 たせ てい るとい う ことを示す ためであ る。

定在 は 「規定 された存在(bestimmtesSein)」 と言 い換 えられ、或 る ものが規 定 され てあ

るこ とを表 してい る。或 る ものが何 であ るか と問わ れ て、或 る もの は或 る もので ある と

答 えるな ら、何 も答 えたこ とには な らない。或 る もの の同一性 を述べ て も、或 る ものの

規定性 は与 え られ ない 。或 る ものの規 定性 を与 えるため には、他の或 る もの との 区別(4)

を言 い表 さなけれ ば な らない。それ ゆえ、規 定 され ている とい う事態 には、必ず他 の或
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るもの ではない ことが含 まれてい ると分 か る。例 えば、茶色 い とい うことは、黒で ない、

白で ない …… こと によって意味 を もち、茶色 い或 る もの は他 の色 を持 つ或 る もの と区別

され る。

他の或 る もの との 区別は、或 る ものの規定性 に関 わ るだけではな く、 さ らに或 る もの

の自己 同一性 その もの に関わっている。或 る ものは他の或 る もの と区別され る ことによっ

て こそ或 る もの だか らであ る。 つま り、或 る ものが 或 るものであ ると い う側 面 と、或 る

ものが他 の或 るもの ではない とい う側 面 とは、不 可 分 に結 びついてい る。最 初の側 面が

「即 自存在(Ansichsein)」 であ り、後 の側面 が 「対他存 在(Sein-fur-Anderes)」 であ る。或

る ものの即 自存 在 と対他 存 在 とは、単 純 に或 る もの の 自己(へ の)関 係 と他 者(へ の)関

係 を表 してい る。

この理解 をふ まえれば、即 自存 在 と対他存在 の 「否定 的統一(negativeEinheit)」 が どう

い うこ とか も理解 で きる。両者 は決 して無関係 な もの と して切 り離 して捉 え られ るべ き

もので はない。即 自存在 と対他存在 とは対立 し互 い に否定 的な関係 に あ り、それ ゆえ両

者 は不可分 なので ある。 この否定 的統 一の 中で、対 他存在 と即 自存在 とは並 存 してい る

ので はな く、止揚 されてい る。対他 存 在 は契機 として保存 され、或 る ものに内在す る関

係 となる。 こう して或 る もの は、他 の或 る もの との 関わ りのなかで一 定 の存 立 を得 る。

したが って、 この 「否定 的統 一」が、或 るものの存 立、す なわ ち自己同一性 を形づ くる。

この ような或 るものの存 在性 は、 「自己内 存在(lnsichsein)」 と呼ばれ る。単純 に 「他在

[対他存在]の 否定 を通 じての 自己関係」(GWIl.66)が 、 自己内存在 なので ある。

或 る ものの契機 と、 契機相互 の関係 が示 された。 しか し対他存 在 の もとで は規定性 一

般(規 定 されてい るこ とその もの)が 問題 となるだ けで ある。或 る ものの個kの 質 的規

定性 は、 そ もそ も或 る もの全体 を規 定 す るの ではな く、或 る ものの一 面 を規 定す るに過

ぎない。個 々の質 的規 定性 を どれ く らい積み重 ねれ ば、或 る もの全体 の規 定性 に到 達で

きるのか 。 この よ うな問題性 を、ヘ ーゲ ルは有 限 と無限の 関係 のなか で捉 えてい る。完

全な規定性 に到達 で きない 限 り、或 る ものは有限 なのであ る。

ヘ ーゲ ルが 考 えてい た無 限 な ものは、 有 限 な もの に対 して彼 岸 的 な もの で は ない。

「無 限性 は 自己 自身 を止揚 する ことの 内にあ る」(GWIl.82)の であ る。つ ま り 「一般 に、

自己 を越 え てゆ くこ と、……有 限 な ものの 本性」(GW11.79)な ので ある 。 しか し、 自己

を越 えてゆ くこ とが有 限な ものの本性 だ と して も、それ が反 復 される と考 え られ る限 り、

有限な ものは結局有限 な ものであ るに とどまる。それで は、有限 な ものが真 に止揚 され、
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真 の無 限が成立す る とは、 どのよ うな事 態 を意 味す るのか。ヘ ーゲル の言葉 を引用 して

お こう。 「定 在の 規定性 は、他者へ の関係 と しては消 失 して いる。そ れ は、 自己 自身へ

と関係す る規 定性 、すなわ ち絶対 的な、制 限 を欠い た 、規定 された存 在(Bestimmtsein)と

なった。 この純 粋 な、 自己の うちで 一 他者 によってではな く一 規 定 され た存 在 、質

的な無 限性 、否定 的な 自己関係(dienegativeBeziehungaufsich)と しての 自己 自身に等 し

い存在 は、対 自存 在で ある」(GWII.83)。

こ こで対 自存在 の存立構造 を整理 してお こう。 まず、対 自存在 にお ける否定 は、規 定

性 その もの、 した がって他者へ の関 係そ の もの を止 揚す る。 したが っ てそれ は、規 定性

を形づ くる否定、 す なわ ち常 に他 の 規定性 との対 立 関係 をなす ような否定 では な くなっ

てい る。無 限性 と して対 自存在 の否 定は、否定 する他 者 を もたず、 自己 自身にのみ 関わ

る否定性 であ り、 「自己関係 的否 定性」 、す なわち 「絶対 的否 定性」 に他 な らない。 第

二に、 ある規 定性が どれ ほ ど積 み重ね られて も、 別の規定性が 与 えられるだ けで あれば、

そ こに他者へ の関 係が常 に残 らざる を得 ない。 しか し対 自存在 は、 他 者への 関係 を本性

とす る規定性 を根 底 か ら止揚 してい るの である。そ れ に よって、対 自存在 は規定性 自身

に没 交渉 になって い る。 しか し第三 に、対 自存在 は 自己の内で絶対 的 に規 定 された存在

となってお り、規定性 の総体 と等 しくなっている。 まだ未規 定 な自己内存在 と比べ る と、

対 自存在 は対他存 在 を充実 させ た否 定的統一 になっ てい るわけであ る。或 る ものの正体

は、規定性 の総体 と しては じめて理 解 され る。或 る もの は、規定 性の 総体 としての 自己

自身 に向 き合 って いるのであ る。 こ こに或 る ものが或 るもの である こ とと、或 る ものが

規定 されてお り、何か であるということ との、質における最終 的な 関係が 現れている(5)。

第四 に、 この こと によって対 自存在 は、 「自己へ の還帰」 とい う意 味 をもっている。即

自存 在が対他存 在 の充実 を介 して対 自存在 となった とい うことは、 まった く別 の存 在 に

なった とい うこ とでは な く、即 自存 在が即 自存 在 に な り、或 るものが 或 る もの となった

とい うことで あ り、或 る意 味で存在が存在 へ と還帰 した ことに他 な らない。

II本 質の存立構造と対自存在

次 に本 質の存立 構造 を見てみ よう。本質の存立構 造 を論 じる とき否 定の働 きを欠かす

ことはで きない。 本質 の否定の働 きは、本質論第一 章で行われ る。そ の働 きが 反省 の働

きと して分析 され 、 さ らに反省 の働 きを規定す る ものが反省諸規定 と して分析 されてい
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る。 それに触れ る前 に、 まず本 質が 成立す る場 面 を中心 に、本質の存 立構 造 を考 えてみ

たい 。

本 質が存在 の真理で あ り、存在 の絶対的否 定 性である ことを特徴 づけ ようと して、ヘー

ゲ ルは知 と存在 との対 立 を前提 として話 を進 め る。 存在が真 に何で あ るか を知が知 ろ う

とす る とき、存在 とい う直接 的な もの とそれの諸規 定 に とどまるこ とな く、 その存 在の

背後 に何 か 別の もの を求 める。 この 別の ものが本質 で ある。 ここで知 は存在 を越 え出て

存在 を介 して本 質 に達す るが 、否定 とい う言 葉 を用 い れば、知 は存在 を否定す る ことに

よって本質 に達 してい るこ とにな る。 この描 写 を も とにヘ ーゲ ルは、 真の本質像 を描 き

出す 。 まず 、知 の 否定の働 きが存在 に外 的な働 きで はな く、内在 的な働 きで ある ことが

言 われ る。 これは 思惟 と存在 の統一 に即 した もので ある。 さらに、否 定 は存在 の多様 な

規定 性 を単 に捨 象 し、本 質が単 なる純粋存 在 に戻 っ て しまうわけでは ない。 そ して この

規定 性 と本 質が互 いの外 に存 立 し、 この規 定性が相 変 わ らず存立 する と見 なされ るので

はない。本 質は、 多様 な規 定性 を止 揚 し、内 に含 ん でお り、そ して多 様 な規 定性 は、本

質 におい て存 立す るもの と見な され る。 こう して存 在 の規 定性 を集約 し、 「存在 の完全

な 自己還帰」(TW6.14)と して本 質が成立す る。

多様 な規 定性 は 、本 質の内 に止揚 されてい る と言 った。 まず 、 この 規定性 は本質 の規

定性 にほかな らない(Vgl.TW6.21)。 存 在が真 に何 であ るか、 つ ま り存在 の規 定 性全体 が

本 質 と言 い表 され た のだか らで ある 。 こう して本 質 は、 自己 自身 と して の存 在の規定性

の総体 に向かい合 っている。 さらに 、多様 な規定性 が止揚 された こと によって、そ の規

定性 の本性 であ る他者へ の関係 も止 揚 され る。 この ことによって本質 は、存 在の規定性

に対 して没 交渉 になってい る(6)。

い まや対 自存在 の特徴 との対比 は容易 で あろ う(7)。 まず、 自己 関係的否定 性、あ るい

は絶対 的否 定性 と表現 され る存立構 造 は共通で ある 。第二 に、規 定性 、 ない し他者へ の

関係 に対す る没交 渉性 とい う点 も共 通であ る。 第三 に、或 る ものが 自己 としての規定性

の総体 に対 してい るよ うに、本 質が 自己が 自己に対 してい る とい う構 造 を もつ点 も共通

であ る。第四 に、 自己還帰 とい う存立構造 も共通であ る。

本質 と対 自存在 の存 立構 造 の共 通 点が明 らかにな ったが 、存 在論 と本 質論 を根本 的に

区別す る もの はな いのだ ろうか。同 一の存在者 の同 一の存立構 造 を叙 述 してい るのだ と

して も、両者 の位 相 の違いが どこか に現れ て くるはずで ある。そ の違 いは次の表現 に言

い表 されてい る。 「対 自存 在は単 純 な存在 へ崩れ 落 ちた(zusammengesunken)無 限性 であ
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る」(TW5.176)。 つ ま りそれに続いて述べ られてい る ように、否定 の否定 であ る無限性が

存在 の もつ直接性 の形式 におかれ る とい うこ とであ る。 このこ とによ って対 自存在が存

在の 領 域 に属 す る こ とが 言 い 表 され て も、 なぜ そ うな の か とい う点 は全 く不 明 であ

るi8:。 これに対 す る解答 は、次節 の終わ りに持 ち越す ことに しよう。

皿 反省および反省規定と対自存在

次 に角度 を変 え て、反省 と反省 諸規 定が対 自存在 の成立過程 とどの ように関わ るか と

い う点 か ら、本質 と対 自存在 の存 立構 造の共通性 を考 えてみ よう。 まず反省 規定の方 か

ら話 をす すめ、 その うえで反 省、特 に 「外 的 反 省(aul3ereReflexion)」 が対 自存 在の成立

過程 で果 たす役割 を考 えるこ とにす る。

前節 では、成立 したばか りの本 質 を考察 した。そ れは存在 の諸 規定 をその うちに止揚

して含 んでい るが 、 それ らを展 開 した形 で含 んでい るので はなかった 。 そこで本質 は、

存在 の諸規 定性 を改 めて展開 し、存 在 の諸規 定性 との関係 を再構築 す るので ある。 この

ことは、最 後の反 省規 定 として登場 す る根拠 につい て次の ように言 わ れ てい る ことか ら

も分か る。 「本質 は、存 在の 自己還 帰 として純粋 な否 定性 で あ り、そ れ ゆえ即 自的に、

すなわち我々 に とって は、存在 がそのなかで 自己 を解消 した根拠 と して規 定 されている。

しか しこの規 定 性 は、本 質 自身 によって定 立 され てはい ない」(rw6.80)。 存在 が根 拠 と

しての本質 におい て 自己 を解 消す る とい うことは、 本 質が ようや く成 立 した段 階で は、

本 質 によって定立 され ていなか った。 しか し、反省 諸規 定の展開 を通 じて、本 質が存在

の諸規定性 に対 して根拠 であ ること を真 の意味で明 らかに し得た こ とにな る。 つま り、

端緒 と しての存在に始 ま り本 質にたど り着 いた運動が、その ままの形でではない にせ よ、

「同一性(ldentitat)」に始 ま り 「区別(Unterschied)」 を経て 「根拠(Grund)」 に至 る反 省規

定 の展 開 と して再 論 され る ことにな る。 しか し、単 なる展 開な ら、存 在論 の繰 り返 しに

過 ぎないで あろ う。そ こで新 た な展 開 は、存 在が本 質 に至 る過程で は まだ隠 され ていた

側面 に光 を当てる ことによって なされ るのであ る。 そ の側 面 とは反省 と反省諸規定 がつ

くりな して いる もので あ り、 これ に よって存 在の諸 規定性 の存 立形式 は根底 か ら問い直

され、再規定 され るこ とになる。た だ し再規 定 とい って も、存在の諸 規定 性の存立形 式

に及ぶ もの であっ て、規定 内容 に及 ぶ ものでは な く、諸規 定性 の内容 は、依然 と して保

持 されてい る。
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それで は反省 規 定の 展 開を ご く簡 単 に見 てみ よう(9)。 同一性 とは、 まず或 る ものの

自己 同一 性であ り、或 る ものの本質 の存 立構造 の一面 であ る。A=Aと い う命 題で も表

されてい る。 しか しA=Aと い うの は、Bと 区別 されて こそAで あ り、Bと の 区別が曖

昧で ある ような ら、Aの 自己 同一性 は成 り立 たない 。 したが ってAとBと の区別が示 さ

れな ければな らない。

そ こで次 に区別 のカテ ゴリーが論 じられ る。Aに お ける区別の契機 として同一性 と区

別が考 え られて い る。区別 の契機 に 同一 性が 入 って い るのは、AとBと の区別が成 り立

つ場合 、同一性が 常 に基礎 となって い るか らであ る。 た とえば、物 と心 で も何 らかの存

在者 である とい う同一性へ の反省が あって初めて 区別が成 り立 つので ある。

区別は まず 「相 異(Verschiedenheit)」 と して規 定 され る。 この場合 、区別 の契機 であ る

同一性 と区別 は、 それぞれ相 当性 と不等性 とされ る。相異 す るAとBと が等 しい とか等

しくない とか言 う場 合 に用 い られて い るのが、 これ らのカテ ゴリーで あ る。 だが これ ら

のカテ ゴリーの相互 関係その もの も、相異す る もの とな って しま って い る(Vgl.TW6.48)。

この相 異性がAの もつ 区別 の契機の 存立構造 をな している。ヘ ーゲル が言 う ところ によ

る と、相異 とい う区別 の段 階で は、 区別 の二つの契 機 の関係が見 られ てい ない。本来相

等 性と不等性 は互いに否定 し合 う関係 にある。そ してそれ らは この関係に立つ こ とに よっ

て初 めて意 味 をも ち、 そ して この 関係 を通 じて 同 じ地 盤にあ るはずの もので ある。 同 じ

地盤 とは、 それ ら に内在 的な 同一 の反省 を意味す る 。 この反省 は、両 契機 を初 めて存立

させ る(10)と 同時 に、 そ うで あ るか らこそ、両契 機 を まさに契機 た ら しめ(11)統 一化

しうるもの なので あ る。ヘーゲ ルは これ を、両契機 に本 来内在 的な反 省 と して 「即 自的

反省 」(rw6.49)と 呼 んでいる。(こ の反 省 は、反省規 定 と して見 れば、前 段 落で述べ た

同一性 に他 な らな い。)し たが って契機 相互が単 に相 異す る とい う関 係 は、 それぞ れの

契機 に同一 の内在 的 な反省が見逃 さ れ、反省が契機 に対 して外 的 とな って生 じるもので

あ る。 この反省が 「外 的反省」(rw6.49)で ある。

区別 の次 の段階 は 「対 立(Gegensatz)」 であ る。相互 に否定 的な関係 を それ 自身 におい

て表 し、同一の反省 に支 え られている もの と して、 「肯定 的な もの」 と 「否定 的な もの」

が扱 われてい る。 肯定 的 な もの と否 定的 な ものは、 相等性 と不 等性 とは違 って、 同一 の

反省 に支 え られ て いる もの と して捉 え られ てお り、 互い に否 定的関係 に立つ ことに よっ

てそれ ぞれ 自己へ 反省 してお り、存 立 を得 ている。 両者 は、 こう して それ 自身対立 した

もので あ る。
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他者 を否定 し排 除す るこ とに よって肯定 的な もの と否定 的な もの とはそれぞ れ自身で

あ り得 たが、ヘ ー ゲル によれば、同 時 に両者 はそれ ぞ れの他 者 を契機 として含 むか ぎ り

で 自身であ り得 る。 これが 「矛盾(Widerspruch)」 だ とされる。 したが って肯 定的 な もの

も否定 的な もの も、それ 自身 自己 に矛盾 した存 立形 式 を備 えてい るこ とにな る。 この矛

盾が解消 してい く ところは、両 者 に とって同一の基 盤で ある反省で あ り、言い換 えれば

根拠 として規定 された本質 の同一性で ある。

反省諸 規定の展 開 を大局 的に見れ ば、 同一性 → 区別 →(区 別 か ら還帰 した 同一性 とし

ての)根 拠 となっ てい るこ とが 分か る。'この展 開 を対 自存在 を構 成す る即 自存在 と対他

存在 と対 照 させ る と次 の ようにな る。他 の或 る もの との 関係 を捨 象す る ようなレベ ルに

おい て、或 る ものの即 自存 在(12)は 同一性 と して反省 され、他 の或 る もの との 関係 の レ

ベ ルにおいて、即 自存在 と対 他存在 は 区別 の契機 と して反省 され うる(13)。 即 自存在 と

対他存在 の統一 と しての 自己 内存在 や、その発展 形 態 と しての対 自存 在 は、根 拠 と して

反省 され うる。

大 まか な対 照で はな く、特 に即 自存在 と対他存在 に注 目 し、それ らが反省規 定お よび

反省 と どの ように関係 す るか を見てみ よう(14)。 即 自存 在 と対他存在 とい う契 機 は 「相

異 す る(verschiedene)側 面言い換 えれ ば相互 に没 交 渉であ るような反 省規定 」(GW11.65)

と言われ ている。 両契機 は、相異 の契機 であ る相等 性 と不 等性が そ うであ った ように、

相互 に没交渉 であ る。 そ して相異す る側面 を分離す るのは 「外的反省 」 であ る と、ヘー

ゲルは言 う(15)。 つ ま り反省 は、定在 に外 的で あ るが ゆえに、定在 の契機 を分離す る に

もかかわ らず 、そ れ らの否 定的関係 を定在 に即 して保持す る よ りは、 それ らを相互 に無

関係 にあ る種 の存 在 と して放 置す るので ある。それ ゆえまた、外 的反 省 には、両 契機 の

否定 的統一 の可 能性 は 見えてい ない ので ある。 これ に対 して、反省が 定在 自身 の ものに

なれば、分離が 定在 自身の ものにな り、否定 的関係が両契機 に内在 す るもの と見 なせ る。

こうして両契機 が同一 の関係 に立 ち同 じ地盤 に立つがゆえに、両者 の統一性 が反省 され、

定在 の 自己へ の反 省 として自己内存 在が成立 するわ けで ある。定在の 自己へ の反省 は、

契機 の区別 と契機 の統 一 との論理 的 基礎 で ある ことが分か る。そ して、 自己への反省 と

い う表現 に は、 自 己還帰 とい う意味 が隠 されてい る。つ ま り定 在の即 自存在 が対他存在

を止揚 する ことに よって、即 自存 在 に還帰す るので あ る。 自己へ と還 帰 してい った即 自

存在が 、 自己 内存在 と呼 ばれていたので ある。

否定論 的 な側面 か ら見 る と、即 自存在 と対他存 在 は、存在 と否定.(規 定性)に 他 な ら
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ない。す る と外 的反省 は、存在 と否 定 を・分離 す るもので ある ことにな る。存在 と否 定が

分離 され存 立 させ られるの は、媒介 性 を意味 す る否 定性 を直接 性 を意 味する存在 と合 致

させ られ ない とい う存 在論 固有 の事 情 があ る。 つ ま り存在論 では、直 接性(存 在)と 媒

介 性(否 定性)を 媒介 す る論 理が確 立 され ていないので あ る(16)。 そ のため に両者 の否

定 的な関係が 、存在 と否定か らいわば は じき出 され外 的反省 に託 されてい るのであ る。

とはい え、 自己 内存在 の発展形態 としての対 自存 在につい ては、 「対 自存 在 にお いて

は、 この存在 と規定性 または否定 との 区別が定立 されると ともに、 また調停 されてい る」

(TW5.174)と 明言 され ている。調停 の論 拠 は、先 に見た とお り、対 自存 在 にお いて、否定

の否定(自 己 関係 的否定性)が 自己 還帰 として存在 と合致 す るこ とに あ る。 これは否定

性が存 在の 内在 的反省 として存在 に組み込 まれた こ とを意味す る。そ して この こ とに よっ

て、存在 と規定性 をなす否定(い わゆ る第 一の否定(GWll .77;86))が 調停 され るこ とに

な るはずであ る。 なぜな ら、即 自存 在 と規定性(対 他存在)が そ もそ も内在 的な反省 に

よって区別 され存 立 を得 てい た とす れ ば、本 来(即 自)存 在 と規定性 とは調停 されてい

た ことにな るか らであ る。

存在 と否 定 との 調停 は、最終 的に対 自存在 におけ る内在 的反 省 によ ってい るが 、 しか

し先だ って存 在 と否定 を媒介す る論 理 が存在論 では確 立 されてい ない こ とをも述べ た。

とすれ ば、 内在的 反省 は、存在論 に外挿 され た もの なので はないだ ろ うか。徹 底 して存

在論の内部 に とどまろ うと思 えば、否定 の否定(自 己関係 的否定性)と 存 在 との関係 は、

本来 存在論 の内部 で は媒介 され得 な い ものであ るは ずであ る。 したが って、対 自存在 に

おいて否定 の否定が存 在 と媒介 させ られ、その媒介が内在的反省 に よってい る として も、

実際 内在 的反省 は外 挿 され てい るこ とになる。対 自存在 の成立 と ともに、そ の存 在 を本

来構成す べ き否定 の否定(自 己関係 的否定性)と しての内在的反省 が脱 落す れば、再 び

対 自存在 は外的反 省 にゆ だね られ る ことになる。 この こ とに よって、対 自存在 が直接性

の形式 を取 り、 いまだ存在 の領域 に属 す ことにな る。ここで前節 で提 起 しておい た問題 、

すな わち対 自存在 と本 質が 区別 され るの はなぜ か とい う問題 に答 え られた ことになる。

端 的 に言 えば、そ れ は外 的反省 に よるのであ る。対 自存在 はそれ 自身 の否 定性 に支 え ら

れてい る と言 うよ りは、む しろ外挿 された反省 に支 えられ て対 自存在 で ある。本質側 か

ら見れば 、反省 に よって真 に確立 さ れてい ない本 質 の存立構造 が対 自存在 として現 れて

いる とい うこ とで ある。
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IV結 語

以上 見た とお り、対 自存在 と本質 の存 立構 造 は、相 互 に関連す る四 つ の点 におい て連

続 的であ るこ とが 示せ た。そ して、 質 の章 にお ける存在 の諸規定 に、 反省規定 が単 に当

ては まるのでは な く、 む しろそれ らは本 来反省 と反 省規 定 によって支 えられ てい るとい

うこ とも明 らかに な った。そ して対 自存在 が直接性 を もつがゆ えに対 自存在 と本 質 とが

非連続 的で あるのは、結局外 的反省 に よってい るこ とも突 き止 める こ とが で きた。

こ こで論理学 に おけ る存在概念 の あ り方 も顕 にな っている。存在 は 本来 自己関係 的否

定性(絶 対 的否 定性)あ るいは 自己 還帰 である。 しか しなが ら、対 自存 在 と本質 が存 立

構造 を一にす るこ とを認 める と、両 者の存在 の意味 に変 わる ところは な くな る。 同一の

存在者 の存在 に対 して外的反省 が関 わ るか、内在的 反省が 関わ るか とい う、観点 の相 異

があ るだけであ り、存 在のあ り方に は異 なる点はな い。そ うだ とす れ ば、直接性 の形 式

を取 る とか、存在 の領 域 に属す る とかい う言 い回 しで存在論 と本質論 におけ る自己還帰

を区別 しよ うと して も、意味の ある こ とを語れ てい るだろ うか とい う疑問が生 じざるを

得 ない(17>。

(註)

引 用 は 、引 用 箇 所 の 略 号TWは 、Theorie-Werkausgabe,Suhrkamp,FrankfurtamMain,1969 .

を 表 し、GWは 、GesammelteWerke,FelixMeiner,Hamburg,1968ff.を 表 す 。TW,GWの 後

の 数 字 は巻 数 を表 し、 そ れ に続 く数 字 は 頁 数 を表 す 。 ま た 、 引 用 中 の[]は 、 引 用

者 の補 足 を示 す もの で あ る 。

(1)方 法 論 的 な 見地 か ら論 理 学 を 分 析 す る場 合 、 反 省 諸 規 定 あ る い は反 省 を中 心 に お く

もの(例 え ばD.Henr童ch,HegelsLogikderReflexion-NeueFassung一,Hegel-StudienBeiheft

18(1978)s.227ff.)、 概 念 の 自 己規 定 の 働 き を 中 心 にお く も の(Lakebrink ,B.,Die

EuropaischeldeederFreiheitTeil1.HegelsLogikanddieTraditionderSelbstbestimmung,

E.J.Brill:Leiden,1968.)が あ る 。 また 、 概 念 の 自己 規 定 とい う原 型 が対 自存 在 に あ り、

対 自存 在 の 成 立 過 程 が 論 理 学 の 展 開 全 体 の プ ロ グ ラ ム を 意 味 して い る とい う指 摘 も

あ る 。(例 え ばLakebrink,B.,Ibid.s.225)つ ま り、 ヘ ー ゲ ル 論 理 学 の3つ の 区分(存

在論 、本質論 、概 念論)の それぞ れか ら他 を見 るとい う分析 手 法が 存 在 している こ とにな る。
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(2)本質の存 立構造 を反省 、反省規 定 として分析 す るに当 たって 、質の カテ ゴリーがか

な り頻繁 に引 き合 いに 出され ている ことは、 この こ とを証拠 立て ている と思 う。 さ

らに、 自己還帰 の構 造 は、対 自存 在 〔質〕 を含 め、量 の外 面性の 自己還帰 〔量 〕、

(即自的な)無 差 別 〔度量 〕 と して重 要 な局 面 で 現 れ る。 な る ほ どそ れ らが 、

存 在 の 領 域 に お け る 自 己 還 帰 で あ っ て 、 「存 在 の 絶 対 的 な 自 己 還 帰 」

(GW11.189;vgLGW11.231)で は ない と言 える として も。

(3)或る ものの存立構1造の理解 が達 成 されれ ば十 分 なので、演繹 行程 その もの には注意

を払 ってい ない。

(4)この区別 は、 自己区別 とい う意 味で の 「絶対 的 区別」(TW6.46)で はな く、他 の或 る

もの との区別 とい う意味 での 槻 定 され た区別」(TW6.49)に 対応 す る。

(5)自己 に向 き合 う(fUrsich)と い う構造 契 機 の比較 的わか りやすい説 明は、哲学 史講義

(TWI8.39ff.)に 見 られ る。そ こでは精神が、精神 が即 自的に何 で あるか を認識 し、精

神 に対 して(fUrdenGeist)あ り、 したが って対 自的(fursichselbst)に ある とい うこ とが

言 われてい る。精神 の 自己認識の構造 は、 存在論 での対 自存在 の存 立構 造 と無縁 で

はない。 とい うの も、存在 が何 で あるかが 、即 自存在 か ら対 自存在 への発展 過程の

なかで知 られ るか らである。

ところで、対 自存 在 のカテ ゴリーが論 述 上 占め る位 置か らす る と、量規 定の基本

構造 をなす一 と多の 関係 を準 備 し、対 自存在す る もの と しての一が他の一 と関係 し

合 うことになる。 この観 点か らすれ ば、規定性 の総体 に向 き合 うとい う意 味での対

自存在 の内部構 造が論述 の表面か ら消 えてい くこ とも確か である。

(6)ヘ ー ゲ ル は 「本 質 は 全 体 と して存在 の領 域 に お い て量 であ った もの で あ る」

(rw6.15)と 述べ る。 とい うの も、量 は規 定性 に没交 渉な ものだか らで ある。そ もそ

も量 の概 念 は、対 自存在 を論 理的 な基礎 と していた ことが思 い起 こされる。

(7)もちろん、対 自存在が 関わ るの は質 的規 定性 で あ り、 これ に対 して本質が 関わ るの

は存 在のすべ ての規定性 であ る。 しか し、 この相違 点 を強調す る よ りは、存立構造

の共 通点 を強調す るこ とが ここで は重 要であ る。

(8)ラケ ブリン クも、 イーバ ー も この点 には触 れてい ない。Vgl.Lakebrink,B.,lbid.,228.;

Iber,C.,MetaphysikabsoluterRelationalitat,deGruyter,Berlin:NewYork,s.202.Anm.43.

(9)反省諸規定 の解釈 を示 す とい う点 か ら考 える と、 まった く不 十 分 なま とめで しかな

いが、 ここでは紙面 の余裕が ないので反省諸規 定の展 開の細部 を端折 って述べ させ

一47一



てい ただ く。 またヘーゲ ル固有 の術語 の使 用 も最小 限に とどめる。

(10)ヘ ーゲ ルの術 語 によれば、契機 の存 立 は 「自己への反省」 に よって与 え られ る。契

機 をそ れぞれそれ 自身 に反省 させ てい るの は、即 自的反省 であ り、反省 と して同一

の もの である(VgLTW6.49)。

(11)ヘ ーゲ ルの術 語 によれば、契機が 契機 であ り、それだ けで存 立す る とい うよ りもむ

しろ、定立 されているものであることは、契機が 「被定立存 在」であることを意味する。

(12)存 在論 では、即 自存在 をこのよ うな文脈で使 う ことはない ように思 うが、始源 の存

在 を実質 的に この ように解釈 して よい と思 われ る。

(13)相 関概念 であ る肯定 的な もの と否 定的 な ものに ついて次 の ように言 われ るこ とが あ

る。 「肯定 的 なもの と否定的 な もの とが被 定立存在 と してではな く、 したが って対

立す る もので はない とす る と、そ れぞれ直接 的な ものであ り、存在 と非存在 であ る」

(TW6.59)。 また、Enzy3.§114Anm.も 参 照。 しか し、肯定的 な もの と否定 的 な もの

は区別(対 立)の 契機 なの だか ら、それ ら を即 自存 在 と対他存 在 に対応 させ るこ と

は十 分成 り立つ ことである。

(14)四 日谷氏 は、質の章 におけ る存在 の諸規 定 と、反省 諸規定 との関係 には触 れ られ て

いない。 しか し即 自存 在 と対 他存在 の存 立 に関す る反省 の役割 は論 じられてい る。

(四 日谷敬子 『存在 ・思惟 ・個体性』 世界書 院:東 京、1991、238頁 以 降。)

(15)反 省が存在 に対 して外 面的 にな る とい う事態 は、論理 学が、 思惟 と存在 の統 一の内

に含 まれ ている、両者 の区別 を叙述す る と言 われていた ことに関連 して いる と考 え

られ る(Vgl.GW11.31)。

(16)Vgl.Enzy3.§ll4.

(17)だ か らとい って、存在論 と本質論 との区別が無 意味 になるか どうか とは話が 別であ

る。それ らの区別 は、論 じられてい る事柄 の相異 に よっ て意味が ある。例 えば、存

在論 では、質 、量、度量 とい う存在者 の内容規定 を表 す カテ ゴリーが扱 われ 、本質

論 でたび たび現 れ る 「多様 な もの」(例 えばTW6.ll9-20)の 内容 を提 供 してい るのに

対 して、本質論 で は、全体 と部分、力 と発 現、等 々のい わゆ る相 関関係が論 じられ

て いるか らで ある。 また、存 在論 で論 じられ る質 の変化 が本質論 で扱 い うる ものだ

とも思 え ない 。

〔京都教育大学非常勤講師〕
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Fiirsichsein and Wesen 

 - Reflexion and Reflexionsbestimmungen in der Seinslogik Hegels -

Naohito TAKESHIMA

   In dieser Abhandlung versuche ich, die Reflexionsstruktur der Seinslogik in der Wissenschaft 

der Logik unter Bezug auf die Reflexionsbewegung and Reflexionsbestimmungen klar zu machen. 

Um dessen willen vergleiche ich die Struktur des Fursichseins mit der des Wesens. Da die 

Strukturen der beiden zur voneinander verschiedenen Spharen - Seinslogik and Wesenslogik -

gehoren, sollen sie zwar verschieden sein. Aber sie konstruieren die Struktur eines and desselben 

Seienden, and daher these Vergleichung ist weder oberflachlich noch analogisch, sondern von 

entscheidender Bedeutung. Ich gebe vier strukturelle Merkmalen an, die das Fiirsichsein and das 

Wesen gernein haben. 

   Hier kann man fragen, warum sie in ontologisch verschiedener Weise gehandelt werden 

konnen, ob gleich sic die Struktur desselben Seienden beschreiben. Auf deiser Frage gebe ich eine 

mogliche Antwort.
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